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手洗い・消毒・換気など、今あらためてルールの徹底を！ 

 

 ○ 授業で使用する教室は常に対角線で換気。放課ごとに全開。 

   運動場側、一番前の窓や天窓などを常に５ｃｍほど開けておく。廊下側の窓も対角線で開

けておく。その際カーテンで換気が妨げられないようにする。（洗たくばさみやひもで工

夫している学級もある） 

 ● 換気のルールは特別教室にも適用。ＰＣ室も常時ブラインドを上げておくため、使用時に

は教室と同じく窓を開けて換気をする。 

 ○ 給食中は外したマスクを巾着袋の中に入れておく。 

 ○ 会食時はもちろん、配膳から「いただきます」まで必要以外の声を出さない指導を。マス

クを着用していても、給食を前にしゃべらない、歌わない。 

 ○ 体育の授業時、マスクを着用していない時に大きな声を出さない。 

 

ストーブ使用に伴って 

 

 ○ 空気の乾燥を防ぐ効果もあるため、授業中の給水は夏季に続き認める。水筒は密を避ける

ため一箇所には集めず、基本的には机の横にかけるが、ひもは巻いておくなど安全にも注

意。 

 ● 加湿のため、各教室にハンガー２本とタオル２枚を支給。常に湿らせた状態で教室内にか

けておく。特別教室にも使用。 

 ● まめな換気のため、教室内の寒さが予想される。今年に関しては、教室内の防寒着着用も

やむを得ない。動きの邪魔にならない物がよい。 

 

その他 

 

 ● 音楽の授業におけるリコーダーの使用について、下部をハンカチやミニタオルで覆い、輪

ゴムで固定することで使用可能とする。その際、毎日持ち帰り、新しいハンカチ等を巻い

て持ってくることをルールとする。 

 ○ 授業後の学校開放は、まだ行わない。 

 ● 換気の件、加湿タオルの件は、算数教室や理科室など特別教室にも適用するため、専科の

先生方にも共通理解をお願いする。 

 


